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答申第１４２号

答 申

第１ 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

異議申立人は、平成２３年７月２７日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県知事（

以下「実施機関」という。）に対し、「郡山土木事務所における過去３年の用地交渉

担当者の日別・月別交渉件数記録」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を

行った。

２ 実施機関の決定

平成２３年８月１０日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書として、次

の（１）開示する行政文書のとおり特定した上で、（２）開示しない部分を除いて開

示する旨の行政文書の一部開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、（３）開

示しない理由を付して、異議申立人に通知した。

（１）開示する行政文書

ア 平成２０年度から平成２２年度まで及び平成２３年４月から６月までの郡山土

木事務所における用地交渉に係る用地取得等交渉手当支給に関する一覧表

イ 用地取得等交渉手当に係る特殊勤務手当（日額）コード表

（２）開示しない部分

職員番号

（３）開示しない理由

条例第７条第２号に該当

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため

３ 異議申立て

異議申立人は、平成２３年８月１２日、本件決定を不服として、行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、実施機関に対し、本件決定の

取消しを求める異議申立てを行った。

４ 諮 問

平成２３年８月２５日、実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報公
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開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該異議申立てに係る諮問を行っ

た。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

用地交渉担当者の一部開示決定処分の取消しを求めます。

２ 異議申立ての理由

職員番号については、単なる職員番号であり不開示は納得いかない。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が、理由説明書等において説明している本件決定の理由は、おおむね次の

とおりである。

１ 本件行政文書について

実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書として、（１）平成２０年度から平

成２２年度まで及び平成２３年４月から６月までの郡山土木事務所における用地交渉

に係る用地取得等交渉手当支給に関する一覧表及び（２）用地取得等交渉手当に係る

特殊勤務手当（日額）コード表を特定した。

（１）については、当該期間に郡山土木事務所用地交渉担当職員が行った用地交渉

に係る用地取得等交渉手当について記載されている。また、（２）については、手当

名ごとのコード等が記載されている。

２ 不開示の理由

職員番号については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することがで

きる情報であることから条例第７条第２号本文に掲げる情報に該当する。

職員番号は単なる電子計算システム上の番号ではなく、人事管理等の必要上、永久

に付与されたものであり、かつ、職員の共済組合員証（保険証）の番号と同じ番号で

統一されており、これらはともに、県民の要望に応じて公表することが予定されてい

る情報ということはできないため、条例第７条第２号ただし書アには該当しない。ま

た、職務の遂行に係る情報ということはできないため、同号ただし書ウには該当しな

い。さらに同号ただし書イに該当しないことは明らかである。

したがって、職員番号は、条例第７条第２号に該当する。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の
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県政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその

諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民

本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用

に当たっては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければなら

ない。

しかし、この行政文書開示請求権も絶対的で無制限な権利ではなく、個人、法人等

の権利利益や、公共の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示しな

いことに合理的な理由がある情報を不開示情報として、条例第７条に規定している。

これらの条例上不開示とされている情報については、条文の趣旨に添って客観的に判

断する必要がある。

したがって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件行政文書が、不開示情報

を規定する条例第７条各号に該当するかどうかを、その文理及び趣旨に従って判断す

るとともに、本件事案の内容に即し、個別、具体的に判断することとする。

２ 本件行政文書について

本件行政文書は、平成２０年度から平成２２年度まで及び平成２３年４月から６月

までの間において、郡山土木事務所に所属する用地の取得のための交渉業務に従事し

た職員について、職員別、用地交渉日別に用地取得等交渉手当の実績回数が記載され

た一覧表（以下「一覧表」という。）及び特殊勤務手当別にコード、略称名及び金額

が記載された表（以下「コード表」という。）である。

一覧表には、当該期間に用地の取得のための交渉業務に従事した郡山土木事務所に

所属する職員に係る職員番号、職員氏名、勤務日、日特コード、日額特殊勤務名称及

び実績合計が記載されている。また、コード表には、各特殊勤務手当ごとにコード、

略称名及び金額が記載されている。

３ 条例第７条第２号該当性について

条例第７条第２号本文は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」を原則とし

て不開示情報とする旨規定している。すなわち、本号にいう「個人に関する情報」と

は、氏名、生年月日のほか、思想、信条、学歴、収入、資産、家族関係等個人に関す

る一切の情報をいうものである。

同号ただし書は、同号本文に該当する情報であっても、「ア 法令等の規定により

又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「イ 人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報」、「ウ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に

係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容

に係る部分」のいずれかに該当する情報については、同号の不開示情報から除外する

こととしている。

実施機関は、職員番号については、条例第７条第２号に該当するとしているので、

以下検討する。
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職員番号は、単なる電子計算システム上の番号ではなく、人事管理等の必要上、個

々の職員を識別するために永久に付与されるものであり、かつ、職員の共済組合員証

（保険証）の番号と同じ番号で統一されている職員個人の私的な情報であることから、

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第

７条第２号本文に掲げる情報に該当する。

また、職員番号は、公にする法令等の規定及び慣行もなく、公にすることが予定さ

れている情報でもないので同号ただし書アに該当せず、また、同号ただし書イに該当

しない情報であることは明らかである。さらに、職員番号は、職員に係る情報ではあ

るが、具体的な職務の遂行と直接の関連を有する情報ではなく、職員の個人情報とし

て保護される必要があることから、同号ただし書ウに該当しない情報である。

したがって、職員番号については、条例第７条第２号の不開示情報に該当する。

４ 結 論

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。
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（別 紙）

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成２３年 ８月２５日 ・ 実施機関から諮問を受けた。

平成２３年 ９月２８日 ・ 実施機関から理由説明書の提出を受けた。

平成２３年１２月１３日 ・ 事案の審議を行った。

（第１５０回審査会） ・ 事案の併合を行った。

平成２４年 １月３１日 ・ 事案の審議を行った。

（第１５１回審査会）

平成２４年 ３月１６日 ・ 実施機関から不開示理由等を聴取した。

（第１５２回審査会） ・ 事案の審議を行った。

平成２４年 ５月１５日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第１５３回審査会）

平成２４年 ５月２５日 ・ 実施機関に対して答申を行った。
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